
薬剤費及び推定乖離率の年次推移 
 

年度 
国民医療費 

（Ａ） 
薬剤費 
（Ｂ） 

薬剤費比率 
（Ｂ／Ａ） 

推定乖離率 
（Ｃ） 

平成 ５ 年度 
(兆円) 

24.363 
(兆円) 

6.94 
(％) 

28.5 
(％) 

19.6 

平成 ６ 年度 25.791 6.73 26.1 － 

平成 ７ 年度 26.958 7.28 27.0 17.8 

平成 ８ 年度 28.454 6.97 24.5 14.5 

平成 ９ 年度 28.915 6.74 23.3 13.1 

平成１０年度 29.582 5.95 20.1 － 

平成１１年度 30.702 6.02 19.6 9.5 

平成１２年度 30.142 6.08 20.2 － 

平成１３年度 31.100 6.40 20.6 7.1 

平成１４年度 30.951 6.39 20.7 － 

平成１５年度 31.538 6.92 21.9 6.3 

平成１６年度 32.111 6.90 21.5 － 

平成１７年度 33.129 7.31 22.1 8.0 

平成１８年度 33.128 7.10 21.4 － 

平成１９年度 34.136 7.40 21.7 6.9 

※ 平成２１年度の推定乖離率は 8.4％ 

（注） 

・ 国民医療費（厚生労働省大臣官房統計情報部調べ）は、当該年度内の医療機関における傷病の治療に要

する費用を推計したものであり、医療保険の医療費総額に、公費負担、労災、全額自己負担、鍼灸等（公

費負担等）を加えたものである。 

・ 国民医療費における薬剤費は、公費負担等においても医療保険と同じ割合で薬剤が使用されたものと仮

定し、国民医療費に医療保険における薬剤費比率をかけて推計している。 

・ 推定乖離率における「－」は薬価調査を実施していないため、データが無いことを示している。 

・ 平成１２年度の介護保険の創設により国民医療費の一部が介護保険へ移行。また、平成１４年１０月以

降、老人医療の対象年齢を段階的に引上げ。 

中 医 協  薬 － ２ 

２２． ６．２３ 

中医協資料では、薬剤費(Ｂ)と国民医療費(Ａ)との比で薬剤費比率(Ｂ／Ａ)を求めているようにみえるが、

実際は、国民医療費に薬剤費比率をかけて、薬剤費を推計している。←（注）に記載されている。

薬剤比率(Ｂ／Ａ)という記載自体が誤りである。

国民医療費(Ａ)薬剤費(Ａ×Ｂ)薬剤比率(Ｂ)と記載すべきである。

この薬剤費比率は、社会医療診療行為別調査の薬剤費をメディアスで補正し、国民医療費に対する細か

な補正を加えたものである。さらに、この薬剤費比率には包括医療分がまったく含まれていない。


